
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

※制度内容については裏面をご覧ください 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

事業所名                         T E L 

住 所 E-ma i l 

参加者名 参加者名 

※ご記入いただいた情報は、当所からの各種連絡・情報提供のみに利用させていただきます。 

 

申込日（    月    日) 

令和６年 １月１７日(水) 

会社員の配偶者等で一定の収入がない方は、扶養者として、社会保険料の負担が発生しません。しかし、

収入が増加して一定の収入基準（106万・130万）を超えると、扶養から外れて社会保険料の負担が発生す

るため、働く時間を制限することなどの課題が発生しています。 

本セミナーではこの課題に対する政策として 10月 20日から始まった国の政策と助成金等について

説明します。 
 

     
    
 
 
 
 
 

無料  

○社会保険の制度説明 

 被保険者、扶養者の要件について 

○年収の壁とは（103万、106万、130万、150万） 

 年収 106万の壁対応 キャリアアップ助成金 

 年収 130万の壁対応  

○今後起こりうる問題とその対応策について 

 

中津川商工会議所 村本 行  FAX：65-2157 

３０名(先着) 

中津川商工会議所 ３階会議室(中津川市かやの木町 1-20) 

中津川市中小企業支援センター TEL：65-2154 FAX：65-2157 

切り取らずにこのまま FAX送信してください 

垣内 幸二 氏 

垣内社会保険労務士事務所代表 
    社会保険労務士 

 2016年 4月に「垣内社会保険労務士事務所」を開業、
その傍ら非常勤職員として労働基準監督署で労災保
険業務や労働相談業務に従事。 
 ぎふ働き方改革推進支援センターの専門家として、
セミナー講師や個別相談業務などの活動の他、中津川
市中小企業支援センターの専門家としても活躍中。 
 多様化する働きの中で、就業規則の整備や労務管理
などの対応に企業が苦慮する中、親身になってのアド
バイスに定評がある。 

   

講座内容 

１３：３０～１５：３０ 

最大 50万円

の助成 

申込用 QRコード 

申込期日は、参加日の４日前までに FAX または右記
QRコードよりお申込みください。 



 


